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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
占
領
初
期
に
お
け
る
日
本
の
非
軍
事
化
と
沖（
1
）縄に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後
日
本

の
沖
縄
基
地
問（
2
）題の

起
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
七
年
半
ば
に
か
け
て
の
占
領
初
期
に
お
い
て
、
日
本
は
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
に
対
処
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
て
い
た
。「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
の
領
土
条
項
で
あ
る
第
八
項
が
、
本
州
、
北
海
道
、
九
州
お
よ
び
四
国
と
い
う
、
主
要
四
島
を
日

本
の
領
土
と
し
て
残
す
こ
と
を
確
約
す
る
反
面
、
沖
縄
の
帰
属
先
を
明
記
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ（
3
）る。

　

他
方
、
当
該
期
の
日
本
は
、
自
身
の
非
軍
事
化
の
達
成
を
最
重
要
課
題
と
し
て
い
た
。
日
本
は
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
に
示
さ
れ
た
連
合

国
の
対
日
方
針
に
従
う
こ
と
を
敗
戦
国
の
義
務
と
捉
え
て
お
り
、
そ
こ
で
連
合
国
が
示
し
た
対
日
政
策
の
中
核
が
、
日
本
の
非
軍
事
化

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
敗
戦
国
日
本
に
と
っ
て
、
非
軍
事
化
の
達
成
こ
そ
が
講
和
の
絶
対
的
要
件
で
あ
っ（
4
）た。

　

日
本
に
と
っ
て
非
軍
事
化
と
は
、
二
つ
の
側
面
か
ら
な
る
義
務
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
武
装
解
除
で
あ
る
。「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
第
六

項
は
、
日
本
に
戦
争
遂
行
能
力
を
徹
底
し
て
解
体
す
る
こ
と
を
求
め
て
い（
5
）た。
第
二
に
、
保
障
占（
6
）領の
受
け
入
れ
で
あ
る
。「
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
」
第
七
項
で
は
、
日
本
が
戦
争
遂
行
能
力
を
失
う
ま
で
連
合
国
が
日
本
の
領
域
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
保
障
占
領
を
実
施

す
る
方
針
が
示
さ
れ（
7
）た。
そ
の
た
め
、
武
装
解
除
と
と
も
に
保
障
占
領
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
日
本
は
非
軍
事
化
と
い
う
敗

戦
国
の
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
重
要
だ
っ
た
の
が
、
沖
縄
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
米
国
は
、
戦
後
処
理
問
題
の
一
環
と
し
て
、
第
二

次
大
戦
中
か
ら
戦
後
の
日
本
を
監
督
す
る
た
め
の
基
地
を
検
討
し
て
お
り
、
そ
の
過
程
で
沖
縄
を
重
要
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
保
障
占
領
を
目
的
と
す
る
米
軍
駐
留
を
沖
縄
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
義
務
が
日
本
側
に
生
じ
た
こ
と
を
意
味
し
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た
。
こ
う
し
て
沖
縄
基
地
問
題
は
、
戦
後
日
本
の
非
軍
事
化
措
置
の
一
環
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
戦
後
日
本
の
沖
縄
基
地
問
題
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
占
領
期
の
途
中
か
ら

生
じ
た
冷
戦
に
伴
う
国
際
秩
序
の
変
化
と
、
冷
戦
の
論
理
の
中
に
お
け
る
沖
縄
基
地
へ
の
日
本
の
対
応
を
論
じ
る
研
究
が
多
数
存
在
す
る

一
方（
8
）で、
そ
れ
以
前
、
す
な
わ
ち
占
領
初
期
の
米
ソ
協
調
に
基
づ
く
国
際
秩
序
下
に
お
け
る
、
沖
縄
基
地
を
め
ぐ
る
日
本
の
構
想
は
ほ
と

ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
占
領
初
期
の
沖
縄
基
地
問
題
に
触
れ
た
研
究
は
存
在
す
る（
9
）が、

主
に
米
国
の
軍
事
戦
略
の
観

点
か
ら
の
考
察
に
留
ま
っ
て
お
り
、
本
稿
が
焦
点
を
当
て
る
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
沖
縄
基
地
を
め
ぐ
る
日
本
の
議
論
の
検
討
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。

　

実
際
に
、
米
国
と
り
わ
け
米
軍
部
は
、
占
領
初
期
か
ら
対
ソ
戦
略
構
想
に
お
い
て
沖
縄
基
地
を
重
視
し
て
い
）
10
（
た
。
そ
し
て
米
ソ
の
対
立

が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
沖
縄
基
地
は
対
ソ
封
じ
込
め
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
）
11
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
冷
戦
以
前
の
米
ソ

協
調
に
基
づ
く
国
際
秩
序
下
に
お
い
て
、
米
国
の
眼
前
の
政
策
課
題
は
あ
く
ま
で
日
本
を
非
軍
事
化
し
、
米
国
の
脅
威
に
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
当
該
期
に
お
い
て
、
米
国
に
と
っ
て
沖
縄
基
地
は
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
重
要
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
従
来
の
研
究
は
、
そ
う
し
た
冷
戦
以
前
の
沖
縄
基
地
の
同
時
代
的
役
割
を
軽
視
し
て
い
る
た
め
、
沖
縄
基
地
の
保
障
占
領
の
拠
点
と

し
て
の
役
割
が
日
本
の
政
策
決
定
者
の
認
識
を
大
き
く
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
戦
後
日
本
の
沖
縄
基
地
問
題
の
起
源
に
、
非
軍
事
化
の
要
件
で
あ
っ
た
保
障
占
領
の
受
け
入
れ
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
。
当
時
の
日
本
は
、
保
障
占
領
の
受
け
入
れ
を
講
和
の
た
め
の
所
与
の
条
件
と
認
識
し
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
確
保
す

べ
く
対
策
を
練
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
第
二
節
で
は
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
を
受
け
た
終
戦
直
後
の
日
本
の
対
応
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
節
で
は
、
四
六
年
初
頭
に

実
施
さ
れ
た
非
軍
事
化
政
策
を
受
け
て
、
日
本
の
情
勢
認
識
が
変
化
す
る
過
程
を
考
察
す
る
。
第
四
節
で
は
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権

を
確
保
す
る
た
め
に
日
本
が
ま
と
め
た
駐
留
協
定
構
想
を
詳
ら
か
に
す
る
。
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二　

沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
の
萌
芽

㈠　

連
合
国
の
戦
後
国
際
秩
序
構
想
と
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」

　

連
合
国
は
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
第
八
項
に
お
い
て
、「『
カ
イ
ロ
』
宣
言
の
条
項
は
履
行
せ
ら
る
べ
く
又
日
本
国
の
主
権
は
、
本
州
、

北
海
道
、
九
州
及
四
国
並
に
吾
等
の
決
定
す
る
諸
小
島
に
局
限
せ
ら
る
」
と
規
定
し
）
12
（

た
。
こ
の
条
項
に
よ
り
、
日
本
の
領
土
と
し
て
主
要

四
島
が
残
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
一
方
で
、
沖
縄
等
の
日
本
本
土
周
辺
の
島
々
の
帰
属
決
定
は
留
保
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
。

　

沖
縄
が
置
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
非
常
に
重
要
で
あ
る
の
が
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
起
草
時
に
お
け
る
連
合

国
の
戦
後
国
際
秩
序
構
想
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
占
領
初
期
に
実
施
さ
れ
た
各
種
の
占
領
政
策
は
、
連
合
国
が
望
む
国
際
秩
序
の
実
現
の

た
め
に
策
定
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
占
領
政
策
や
そ
れ
へ
の
日
本
の
対
応
を
検
討
す
る
前
に
、
占
領
政
策
の
背
後
に
あ
る
連

合
国
の
戦
後
国
際
秩
序
構
想
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

連
合
国
が
め
ざ
し
た
の
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
連
合
国
間
の
協
調
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
と
り
わ
け
米
ソ
二
大
国
が
協
調
し

続
け
る
こ
と
が
、
戦
後
世
界
の
平
和
と
安
定
に
必
須
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
四
四
年
半
ば
以
降
、
ソ
連
の
拡
張

主
義
的
傾
向
か
ら
、
米
ソ
協
調
に
基
づ
く
戦
後
秩
序
の
構
築
が
困
難
な
作
業
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
米
国
は
、
戦
後
秩

序
の
あ
り
方
を
ソ
連
と
の
間
で
再
規
定
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
）
13
（
た
。

　

四
五
年
二
月
に
開
か
れ
た
ヤ
ル
タ
会
談
は
、
米
ソ
協
調
に
よ
っ
て
戦
後
国
際
秩
序
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
確
認
す
る
場
と
な
っ
た
。
そ

し
て
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
の
が
、
米
ソ
双
方
が
互
い
に
既
存
の
勢
力
圏
を
黙
認
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
東
欧
等

に
お
け
る
ソ
連
の
優
位
と
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
米
国
の
優
位
の
相
互
承
認
で
あ
っ
た
。「
ヤ
ル
タ
体
制
」
と
呼
ば
れ
る
秩
序
構
想
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
連
合
国
は
戦
後
世
界
に
お
い
て
「
ヤ
ル
タ
体
制
」
の
実
現
を
め
ざ
し
た
の
だ
っ
）
14
（
た
。

　

こ
の
構
想
に
基
づ
け
ば
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
地
域
の
戦
後
秩
序
は
米
国
の
意
向
を
反
映
す
る
形
に
な
る
。
米
国
は
、
地
域
の
秩
序
維

持
の
た
め
に
は
、
安
定
勢
力
と
し
て
の
中
国
の
創
出
と
と
も
に
、
日
本
の
徹
底
的
な
非
軍
事
化
を
図
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
）
15
（
た
。

　

そ
こ
で
米
国
が
重
視
し
た
の
が
、
海
外
基
地
の
存
在
だ
っ
た
。
米
軍
部
の
海
外
基
地
構
想
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
（Franklin D. 

Roosevelt

）
大
統
領
が
唱
え
た
、
米
英
中
ソ
四
ケ
国
か
ら
成
る
「
国
際
警
察
軍
」
構
想
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
戦
後
世
界
の
秩
序

維
持
の
た
め
に
米
軍
基
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
）
16
（
た
。「
国
際
警
察
軍
」
の
一
員
た
る
米
国
が
、
海
外
基
地
を
適
所
に
確
保

す
る
こ
と
で
、
枢
軸
国
が
再
び
秩
序
を
乱
さ
ぬ
よ
う
監
督
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
）
17
（

る
。
つ
ま
り
、
戦
後
日
本
の
非
軍
事
化
を
確
実
に
実
現

す
る
た
め
に
は
、
単
に
武
装
解
除
を
日
本
に
課
す
だ
け
で
な
く
、
付
近
の
米
軍
基
地
か
ら
こ
れ
を
監
督
す
る
こ
と
が
必
須
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
に
は
こ
の
よ
う
な
米
国
の
方
針
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
）
18
（
た
。
第
六
項
で
、
日
本
に
お
け
る
「
無
責
任
な
る
軍
国
主

義
」
を
「
駆
逐
」
す
る
意
向
を
示
す
と
と
も
に
、
第
七
項
で
は
、「
日
本
国
の
戦
争
遂
行
能
力
が
破
砕
せ
ら
れ
た
る
こ
と
の
確
証
あ
る
に

至
る
迄
」
は
連
合
国
が
「
日
本
領
内
の
諸
地
点
」
を
占
領
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
）
19
（
た
。
ま
た
、
同
様
の
論
理
で
「
初
期
の
対
日
方
針
」

（
四
五
年
九
月
二
二
日
）
に
お
い
て
も
、
非
軍
事
化
を
対
日
政
策
の
基
軸
と
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
）
20
（

た
。
こ
れ
は
、
米
国
が
日
本
の
「
軍
国

主
義
再
興
の
芽
を
つ
む
方
）
21
（
針
」
を
依
然
と
し
て
堅
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
米
国
は
引
き
続
き
、
武
装
解
除
と
保
障
占
領
を
併

用
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
非
軍
事
化
の
実
現
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
日
本
の
非
軍
事
化
を
確
実
に
す
る
べ
く
、
保
障
占
領
の
拠
点

と
し
て
適
当
な
地
域
は
一
体
ど
こ
な
の
か
。

　

こ
の
検
討
の
過
程
で
浮
上
し
た
の
が
沖
縄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
沖
縄
は
、
上
述
の
海
外
基
地
構
想
が
生
ま
れ
た
直
後
か
ら
、
米
国
の
管

理
下
に
置
く
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
）
22
（

た
。
戦
時
中
、
日
本
本
土
爆
撃
の
要
所
と
さ
れ
た
沖
縄
基
地
は
、
戦
後
は
日
本
を
監
督
す
る
た
め
の

拠
点
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
戦
時
中
か
ら
、
米
国
に
と
っ
て
沖
縄
が
「
日
本
か
ら
の
防
衛
」
の
要
所
で
あ
っ
た
と
い
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う
指
摘
）
23
（
は
、
以
上
の
よ
う
な
政
策
的
背
景
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
起
草
時
ま
で
に
、
米
国
は
沖
縄
基
地
の
取
得
法
を
決
定
で
き
な
か
っ
た
。
米
国
務
省
作
成
の
「
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
」
の
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
に
お
い
て
、「
琉
球
諸
島
の
処
分
に
つ
い
て
、
三
省
の
共
同
勧
告
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
）
24
（
い
」

と
記
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
、
米
国
が
沖
縄
の
処
遇
に
関
し
て
具
体
案
を
保
持
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

米
国
は
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
第
八
項
に
お
い
て
、
沖
縄
の
帰
属
先
を
明
示
で
き
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
沖
縄
の
領
土
的
地
位
は
、
し
ば
ら
く
の
間
不
明
確
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
以
後
も
沖
縄
を

米
国
が
管
理
す
る
と
い
う
米
軍
部
の
方
針
自
体
は
変
わ
ら
ず
、
保
障
占
領
の
重
要
拠
点
と
し
て
こ
れ
を
確
保
す
る
術
を
、
軍
部
は
独
自
に

模
索
し
て
い
っ
た
。

㈡　

終
戦
直
後
の
日
本
の
対
応

　
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
を
受
け
て
、
沖
縄
が
講
和
後
自
身
の
領
土
と
し
て
残
さ
れ
る
保
証
は
な
い
と
考
え
た
日
本
は
、
沖
縄
に
対
す
る
領

土
主
権
を
確
保
す
る
べ
く
対
応
策
の
策
定
に
取
り
掛
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
日
本
が
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
、
占

領
初
期
に
示
さ
れ
た
非
軍
事
化
政
策
と
沖
縄
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。

　

冷
戦
前
の
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
敗
戦
国
日
本
に
と
っ
て
講
和
の
絶
対
条
件
は
、
非
軍
事
化
を
達
成
し
、
民
主
化
を
実
現
す
る
こ
と

だ
っ
た
。「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
や
「
初
期
の
対
日
方
針
」
か
ら
、
連
合
国
の
「
窮
局
の
目
的
は
平
和
的
日
本
の
建
設
」
で
あ
る
た
め
、
彼

ら
は
「
日
本
の
非
軍
国
主
義
化
、
軍
事
能
力
の
徹
底
的
破
壊
」
を
実
施
す
る
だ
ろ
う
、
そ
う
外
務
省
は
予
想
し
）
25
（

た
。
そ
の
た
め
、
非
軍
事

化
と
い
う
義
務
を
誠
実
に
履
行
す
る
こ
と
が
、
講
和
実
現
の
た
め
の
緊
要
な
課
題
と
さ
れ
）
26
（
た
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
対
応
策
が
「
非
軍

事
化
と
民
主
化
と
い
う
強
制
を
積
極
的
に
受
容
し
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
く
」
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
わ
け

で
あ
）
27
（
る
。
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で
は
、
何
を
も
っ
て
非
軍
事
化
と
い
う
義
務
は
履
行
さ
れ
う
る
の
か
。
外
務
省
は
、
日
本
に
は
二
つ
の
要
件
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考

え
た
。
第
一
に
、
武
装
解
除
で
あ
る
。「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
第
六
項
で
、
日
本
の
戦
争
遂
行
能
力
の
破
壊
を
企
図
す
る
方
針
が
提
示
さ
れ

た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
日
本
が
武
装
解
除
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
終
戦
直
後
に
お
い
て
、
ど
の
程
度

の
軍
備
制
限
措
置
を
受
け
る
か
は
不
明
で
あ
っ
）
28
（
た
。
た
だ
し
日
本
は
、
武
装
解
除
を
命
じ
ら
れ
る
と
い
え
ど
も
、
講
和
後
再
び
主
権
国
家

と
し
て
国
際
社
会
に
復
帰
す
る
以
上
は
「
自
己
防
衞
の
最
小
限
の
軍
備
」
に
限
っ
て
は
認
め
ら
れ
る
も
の
と
判
断
し
）
29
（

た
。
し
か
し
周
知
の

通
り
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
構
想
は
、
憲
法
第
九
条
の
誕
生
を
契
機
に
大
き
く
変
化
す
る
。

　

第
二
に
、
保
障
占
領
の
受
け
入
れ
で
あ
る
。
武
装
解
除
が
完
了
す
る
ま
で
、
連
合
国
が
日
本
に
駐
留
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
「
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
」
第
七
項
に
基
づ
け
ば
、
講
和
後
も
連
合
国
が
「
平
和
條
約
実
施
の
保
障
と
し
て
帝
国
の
一
部
を
占
領
す
る
」
こ
と
が
予
想
さ

れ
）
30
（

た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
第
二
の
要
件
と
の
関
係
で
外
務
省
が
注
目
し
た
の
が
沖
縄
だ
っ
た
。
沖
縄
が
、
保
障
占
領
の
拠
点
と
な
る
可
能
性
が
高

ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
米
軍
の
直
接
統
治
下
に
あ
っ
た
沖
縄
に
は
す
で
に
基
地
が
建
設
さ
れ
て
お
）
31
（

り
、
終
戦
直
後
か
ら
米
国
が
沖
縄

基
地
を
維
持
す
る
意
向
を
示
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
四
五
年
九
月
に
行
わ
れ
た
米
海
軍
次
官
補
の
会
見
に
お
い
て
、「
米
国
が
防
衛

の
た
め
に
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
基
地
」
と
し
て
「
琉
球
列
島
沖
縄
基
地
」
が
挙
げ
ら
れ
）
32
（

た
。
そ
の
た
め
外
務
省
は
、
沖
縄

に
対
す
る
領
土
主
権
の
帰
属
先
決
定
に
「
米
国
の
海
軍
基
地
の
要
求
」
が
影
響
す
る
こ
と
を
見
込
ん
）
33
（
だ
。

　

し
か
し
そ
の
場
合
も
、
日
本
は
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
確
保
し
う
る
と
、
外
務
省
は
結
論
づ
け
た
。
外
務
省
が
こ
の
よ
う
な
結
論

を
下
し
た
理
由
は
、
以
下
の
二
つ
に
見
出
せ
る
。
第
一
に
、
連
合
国
が
「
領
土
不
拡
大
の
原
則
」
に
則
っ
た
領
土
処
理
を
行
う
方
針
を
説

い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
外
務
省
は
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
上
で
も
言
及
さ
れ
た
「
カ
イ
ロ
宣
言
」
に
お
い
て
、
連
合
国
が
「
自
国
の
た

め
に
は
利
得
も
求
め
ず
、
ま
た
領
土
拡
張
の
念
も
有
し
な
）
34
（

い
」
と
し
て
、
自
ら
の
利
益
を
目
的
に
日
本
か
ら
領
土
を
剝
奪
す
る
意
思
を
持

た
な
い
こ
と
に
注
目
し
）
35
（
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
が
「
個
々
の
場
合
に
之
を
援
用
し
有
利
な
る
解
）
36
（
決
」
に
導
け
ば
、
沖
縄
が
日
本
の
領
土
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と
し
て
残
さ
れ
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
元
外
務
省
当
局
者
が
、「
連
合
国
が
カ
イ
ロ
宣
言
で
領
土
的
野
心
が
な
い
こ
と
を
言
明
し
て
い

る
以
上
、
日
本
固
有
の
領
土
を
返
還
し
て
も
ら
う
こ
と
は
当
然
」
で
、
こ
の
論
理
に
基
づ
き
「
沖
縄
…
…
の
返
還
を
実
現
し
よ
う
」
と
し

た
と
回
顧
し
た
の
）
37
（
は
、
そ
う
し
た
日
本
の
政
策
的
考
慮
を
背
景
と
し
て
い
た
。

　

第
二
に
、
講
和
後
の
沖
縄
で
は
、
保
障
占
領
に
伴
う
主
権
制
限
に
限
っ
て
受
け
入
れ
れ
ば
よ
い
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
非
軍
事
化
を
達

成
す
る
に
は
、
沖
縄
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
な
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
に
則
っ
た
主
権
の
制
約
を
甘
受
す

る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
保
障
占
領
に
付
随
し
な
い
制
約
を
受
け
入
れ
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え

米
国
が
沖
縄
の
領
有
を
望
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
保
障
占
領
を
名
目
に
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
の
放
棄
ま
で
も
強
い
ら
れ
る
理
由
は

日
本
側
に
存
在
し
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
実
際
、
外
務
省
は
、「
沖
縄
本
島
の
米
軍
事
基
地
化
に
就
き
て
は
我
領
土
と
し
て
米

に
之
を
認
む
る
こ
と
然
る
へ
し
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
）
38
（

た
。
換
言
す
れ
ば
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
放
棄
す
る
義
務
が
日
本
に
は

な
い
た
め
、
講
和
後
沖
縄
は
当
然
日
本
に
帰
属
す
る
は
ず
で
あ
る
と
の
予
想
だ
っ
た
。
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
が
剝
奪
さ
れ
る
こ
と
を

予
期
す
る
余
地
は
、
日
本
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
喪
失
の
危
機

㈠　

沖
縄
の
行
政
的
分
離

―
「
領
土
不
拡
大
の
原
則
」
の
形
骸
化

　

以
上
の
よ
う
な
日
本
の
構
想
は
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
以
下
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
が
沖
縄
を
日
本
か
ら
行
政
的
に
分
離
し
た
こ

と
で
一
変
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
は
、
講
和
の
際
に
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
喪
失
す
る
可
能
性
を
懸
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
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一
九
四
六
年
一
月
二
九
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
北
緯
三
〇
度
以
南
の
地
域
を
日
本
か
ら
行
政
的
に
分
離
す
る
こ
と
を
命
じ
る
連
合
国
軍
最
高

司
令
部
訓
令
（Suprem

e Com
m
and for Allied Pow

ers Instruction N
ote; SCAPIN

）
第
六
七
七
号
（
以
下
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
）
を
発

令
し
）
39
（
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
北
緯
二
七
度
以
南
に
位
置
す
る
沖
縄
は
、
日
本
の
行
政
上
の
権
能
が
及
ば
な
い
領
域
と
な
っ
た
。

　

日
本
の
降
伏
後
に
、
米
国
と
り
わ
け
米
軍
部
が
急
ピ
ッ
チ
で
沖
縄
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
い
く
つ

か
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
）
40
（

る
。
す
な
わ
ち
、
四
五
年
八
月
二
五
日
に
戦
後
も
沖
縄
基
地
を
維
持
す
る
こ
と
が
決
め
ら
）
41
（

れ
、
一
〇
月
二

五
日
に
統
合
参
謀
本
部
（
Ｊ
Ｃ
Ｓ
）
は
、
沖
縄
を
確
保
す
べ
き
米
軍
海
外
基
地
の
中
で
最
も
優
先
順
位
の
高
い
「
最
重
要
基
地
群

（Prim
ary Base Areas

）」
の
一
角
に
指
定
し
、
米
国
が
排
他
的
管
理
権
を
持
つ
べ
き
拠
点
と
位
置
づ
け
）
42
（

た
。
さ
ら
に
四
六
年
一
月
二
一
日

付
の
文
書
に
お
い
て
統
合
参
謀
本
部
は
、
米
国
が
施
政
権
者
と
な
り
沖
縄
を
信
託
統
治
下
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
示
し
た
。

米
軍
部
は
、
日
本
と
の
講
和
後
、
国
連
憲
章
上
の
戦
略
的
信
託
統
治
地
域
と
し
て
沖
縄
を
排
他
的
に
管
理
す
る
方
針
を
固
め
た
の
だ
っ
）
43
（

た
。

　

こ
の
よ
う
な
統
合
参
謀
本
部
の
意
向
を
受
け
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
も
沖
縄
に
対
し
て
具
体
的
政
策
を
実
施
す
る
準
備
に
取
り
掛
か
っ
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ

の
中
で
も
、
と
り
わ
け
民
政
局
（
Ｇ
Ｓ
）
が
日
本
の
領
土
範
囲
に
関
す
る
問
題
を
担
当
）
44
（
し
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
を
起
草
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

対
日
占
領
政
策
を
立
案
す
る
に
あ
た
り
、
四
五
年
一
一
月
に
統
合
参
謀
本
部
か
ら
提
示
さ
れ
た
「
初
期
の
基
本
的
指
令
」（
Ｊ
Ｃ
Ｓ
一
三

八
〇
／
一
）
45
（

五
）
を
指
針
と
し
て
い
た
民
政
局
は
、
沖
縄
に
対
し
て
も
こ
れ
に
沿
っ
た
政
策
の
実
施
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
、
今
後
、
連
合

国
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
指
令
を
受
け
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
「
地
域
の
日
本
か
ら
の
完
全
な
政
治
上
及
び
行
政
上
の
分
離
を
実
施
す
る

た
め
に
適
当
な
措
置
を
日
本
に
お
い
て
執
る
」
こ
と
を
命
じ
る
「
初
期
の
基
本
的
指
令
」
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
沖
縄
を
日
本
か
ら
行
政

的
に
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
と
結
論
づ
け
た
の
だ
っ
）
46
（
た
。
日
本
の
非
軍
事
化
の
た
め
沖
縄
を
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
確
保
し
、
米
国
が

排
他
的
管
理
権
を
持
つ
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
当
時
の
米
軍
部
の
方
針
に
鑑
み
れ
ば
、
民
政
局
は
、
将
来
的
に
沖
縄
に
対
し
て
な
ん
ら
か

の
措
置
が
と
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
沖
縄
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
重
視
さ
れ
て
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い
た
が
ゆ
え
に
、
民
政
局
は
沖
縄
を
日
本
か
ら
行
政
的
に
分
離
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
は
、

日
本
の
非
軍
事
化
と
い
う
対
日
政
策
の
中
に
お
け
る
、
沖
縄
の
位
置
づ
け
を
反
映
す
る
政
策
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
過
程
を
経
て
発
令
さ
れ
た
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
は
、「
こ
の
指
令
中
の
條
項
は
何
れ
も
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
條
に
あ
る
小
島

嶼
の
最
終
決
定
に
関
す
る
連
合
国
の
政
策
を
示
す
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
こ
れ
が
日
本
の
領
土
処
理
を
め
ぐ
る
連
合

国
の
最
終
的
な
方
針
で
は
な
い
こ
と
を
明
言
し
）
47
（

た
。
ま
た
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
高
官
は
外
務
省
当
局
者
に
対
し
て
、
こ
れ
が
行
政
上
の
便
宜
か
ら

出
さ
れ
た
指
令
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
し
）
48
（
た
。

　

し
か
し
日
本
は
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
を
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
の
行
方
に
関
わ
る
重
大
な
指
令
で
あ
る
と
受
け
止
め
た
。
二
ヶ

月
前
に
「
初
期
の
基
本
的
指
令
」
が
出
さ
れ
て
以
来
、
主
要
四
島
に
加
え
対
馬
諸
島
を
含
む
約
一
〇
〇
〇
の
「
隣
接
諸
島
」
が
日
本
の
領

土
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
る
中
）
49
（

で
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
は
日
本
固
有
の
諸
小
島
を
「
隣
接
（adjacent

）
諸
島
」
と

「
外
辺
（outlying

）
諸
島
」
に
具
体
的
に
区
分
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
沖
縄
は
、
日
本
の
領
土
か
ら
外
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
「
外
辺

諸
島
」
に
分
類
さ
れ
て
い
）
50
（

た
。
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
の
文
面
か
ら
は
、
連
合
国
に
お
い
て
、
日
本
の
領
土
処
理
を
め
ぐ
る
議
論
に
な
ん

ら
か
の
進
展
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
だ
っ
た
。
元
外
務
省
当
局
者
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
「
こ
の
措
置
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
将
来

の
日
本
領
域
決
定
の
際
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
」
こ
と
は
疑
い
な
い
と
回
顧
し
た
の
）
51
（

は
、
日
本
政
府
が
当
該
指
令
と
来
た
る
べ
き

講
和
の
際
の
決
定
を
直
接
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

　

同
時
に
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
は
、
連
合
国
が
日
本
の
領
土
決
定
に
際
し
て
「
領
土
不
拡
大
の
原
則
」
を
遵
守
す
る
意
欲
に
乏
し
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
意
味
で
も
、
日
本
に
と
っ
て
重
要
な
指
令
と
な
っ
た
。
既
述
の
通
り
、「
カ
イ
ロ
宣
言
」
上
、
連
合
国
が
自

国
に
利
す
る
領
土
獲
得
を
否
定
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
、
日
本
は
、
沖
縄
が
保
障
占
領
の
拠
点
に
な
る
に
し
て
も
、
同
島
に
対
す
る
領

土
主
権
の
保
持
は
当
然
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
米
国
は
す
で
に
実
効
的
に
沖
縄
を
占
領
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同

島
に
対
す
る
日
本
の
行
政
権
の
行
使
を
停
止
す
る
こ
と
で
自
ら
の
管
理
権
限
を
更
に
強
化
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
日
本
は
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
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６
７
７
の
背
後
に
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
日
本
か
ら
剝
奪
す
る
こ
と
も
い
と
わ
な
い
米
国
の
政
策
方
針
が
存
在
す
る
こ
と
を
感
知

し
）
52
（

た
。
実
際
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
発
令
直
後
の
一
月
三
一
日
付
の
文
書
に
お
い
て
外
務
省
は
、
米
国
が
「
沖
縄
本
島
及
小
笠
原
に
相

當
長
期
に
亘
り
空
軍
基
地
を
設
定
」
す
る
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
「
極
東
に
於
け
る
戦
略
的
基
地
を
確
保
」
し
、「
米
国
兵
の

血
を
以
て
購
い
た
る
島
嶼
は
之
を
米
国
が
保
有
」
し
よ
う
と
す
る
米
国
独
自
の
狙
い
が
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
）
53
（
た
。
つ
ま
り
日
本
は
、

連
合
国
が
唱
え
て
き
た
「
領
土
不
拡
大
の
原
則
」
が
す
で
に
形
骸
化
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

連
合
国
が
「
領
土
不
拡
大
の
原
則
」
に
準
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
米
国
が
保
障
占
領
を
名
目
に
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
の
管
理
を

試
み
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
た
。
外
務
省
は
、
上
記
文
書
と
同
日
付
の
文
書
で
、
沖
縄
を
「
喪
失
地
域
」
の
一
つ
に
挙
げ
、
沖
縄
に

対
し
て
「
統
治
行
政
権
を
行
使
す
る
国
」
は
日
本
以
外
に
な
る
と
想
定
し
た
。
講
和
に
際
し
て
「
領
土
の
變
更
」
が
起
こ
り
、
沖
縄
は

「
新
領
有
國
」
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
た
の
だ
っ
）
54
（

た
。
以
上
の
文
書
を
一
様
に
満
た
し
て
い
た
雰
囲
気
は
、
日
本
が
沖
縄

に
対
す
る
領
土
主
権
を
喪
失
す
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
い
う
外
務
省
の
悲
観
的
な
認
識
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
）
55
（
う
。

㈡　

憲
法
第
九
条
制
定

―
軍
管
理
継
続
の
可
能
性
の
浮
上

　

日
本
に
課
さ
れ
た
非
軍
事
化
要
件
の
う
ち
、
武
装
解
除
と
の
関
連
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
が
憲
法
第
九
条
で
あ
る
。
憲
法
第
九
条
の

成
立
過
程
に
関
し
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
が
存
在
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
説
は
避
け
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
と
の
関

連
で
憲
法
第
九
条
が
い
か
な
る
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

一
九
四
六
年
三
月
の
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
の
発
表
で
明
ら
か
と
な
っ
た
憲
法
第
九
条
は
、
日
本
を
し
て
完
全
な
る
武
装
解
除
を
命

じ
ら
れ
た
と
理
解
せ
し
め
）
56
（
た
。
先
述
の
よ
う
に
、「
自
己
防
衛
の
最
小
限
の
軍
備
」
の
保
持
に
限
っ
て
は
、
主
権
国
家
と
し
て
当
然
主
張

し
う
る
と
考
え
て
い
た
日
本
に
と
っ
て
、
憲
法
第
九
条
は
予
想
以
上
に
厳
し
い
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
非
武
装
状
態
に
あ
る
こ

と
が
義
務
の
履
行
に
な
る
と
考
え
た
日
本
は
、
少
な
く
と
も
四
七
年
半
ば
ま
で
は
国
際
連
合
に
依
存
す
る
安
全
保
障
こ
そ
、
独
立
後
日
本



法学政治学論究　第97号（2013.6）

170

の
採
る
べ
き
道
だ
と
捉
え
て
い
）
57
（
た
。

　

同
時
に
日
本
は
、
徹
底
し
た
非
武
装
化
を
求
め
る
連
合
国
の
姿
勢
か
ら
、
日
本
が
再
び
独
立
国
と
し
て
国
際
社
会
に
復
帰
す
る
と
し
て

も
、
実
質
的
に
は
講
和
以
前
の
軍
事
占
領
期
と
類
似
し
た
環
境
下
に
置
か
れ
る
可
能
性
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
実
、
四
六
年
五

月
付
の
文
書
に
お
い
て
、
外
務
省
は
「
平
和
條
約
履
行
監
視
」
の
た
め
の
保
障
占
領
が
「
相
當
長
期
に
亘
り
」、
し
か
も
そ
れ
が
講
和
以

前
と
「
実
質
上
異
な
る
所
な
き
軍
管
理
の
続
行
」
に
な
る
こ
と
を
予
想
し
）
58
（

た
。
つ
ま
り
、
独
立
が
名
目
上
の
も
の
に
な
り
、
日
本
が
連
合

国
に
従
属
す
る
と
い
う
関
係
が
継
続
す
る
危
険
性
を
強
く
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
発
令
を
契
機
に
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
喪
失
す
る
公
算
が
高
い
こ
と
を
想
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

日
本
に
と
っ
て
、
憲
法
第
九
条
の
誕
生
は
自
ら
の
推
論
が
正
し
い
こ
と
を
思
い
知
る
出
来
事
だ
っ
た
。
憲
法
第
九
条
の
制
定
を
き
っ
か
け

に
日
本
が
想
起
し
た
、
講
和
後
の
保
障
占
領
が
軍
事
占
領
の
継
続
に
な
る
と
い
う
見
通
し
か
ら
は
、
日
本
か
ら
行
政
上
分
離
さ
れ
、
米
軍

の
直
接
統
治
下
に
あ
る
沖
縄
が
、
引
き
続
き
米
国
統
治
下
に
置
か
れ
る
こ
と
を
予
測
で
き
る
の
だ
っ
た
。
日
本
が
何
も
主
張
し
な
け
れ
ば
、

「
戦
略
的
意
義
重
大
」
で
あ
る
「
沖
縄
島
は
米
国
に
依
り
国
際
連
合
規
約
第
八
十
二
條
所
定
の
信
託
統
治
地
域
中
の
戦
略
地
域
に
指
定
せ

ら
る
」
と
外
務
省
は
考
え
）
59
（
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
は
沖
縄
に
対
す
る
「
主
権
の
放
棄
の
確
）
60
（
認
」
を
求
め
ら
れ
る
と
の
結
論
が
改
め
て
下
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
に
と
っ
て
憲
法
第
九
条
は
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
喪
失
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６

７
７
発
令
以
来
抱
い
て
い
た
自
ら
の
悲
観
的
認
識
の
裏
づ
け
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
予
想
さ
れ
る
事
態
に
対
処
す
べ
く
、
政
策
構
想
を
練
り
直
す
こ
と
を
試
み
た
日
本
が
実
現
す
べ
き
目
標
と
し
て
掲
げ
た

の
が
、「
平
和
條
約
締
結
後
に
於
て
占
領
軍
の
駐
留
す
る
場
合
厳
に
保
障
占
領
の
埒
を
越
え
さ
る
の
保
）
61
（

障
」
を
得
る
こ
と
だ
っ
た
。
敗
戦

国
の
義
務
と
し
て
沖
縄
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
な
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
一
方
で
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
確
保
す
る
た
め
、
駐
留

軍
の
権
限
が
保
障
占
領
の
域
を
越
え
な
い
こ
と
の
確
約
を
、
日
本
は
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
の
発
表
か
ら
二
ヶ
月
後
の
こ
の
段
階
で
は
、
沖
縄
に
お
い
て
「
厳
に
保
障
占
領
の
埒
を
越
え
さ
る
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の
保
障
」
を
得
る
た
め
の
具
体
策
は
、
日
本
に
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
必
要
な
る
文
献
を
蒐
集
し
我
方
の
要
求
を
確
）
62
（
定
」
す

る
こ
と
が
急
が
れ
た
。

　

要
す
る
に
、
非
軍
事
化
を
目
的
と
す
る
二
つ
の
重
大
政
策
の
実
施
を
契
機
に
、
日
本
は
保
障
占
領
の
名
の
下
に
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主

権
そ
の
も
の
が
剝
奪
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
は
こ
れ
を
阻
止
す
る
べ
く
、
具
対
策
を
講
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た

の
だ
っ
た
。

四　

日
本
の
駐
留
協
定
構
想

㈠　

軍
事
占
領
終
了
の
徹
底

　

日
本
が
沖
縄
を
め
ぐ
る
政
策
構
想
の
改
編
作
業
に
追
わ
れ
る
一
方
で
、
米
国
政
府
内
で
も
沖
縄
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
た
。
前
述
の
通
り
、
米
軍
部
が
排
他
的
管
理
に
よ
る
沖
縄
の
信
託
統
治
化
を
企
図
し
た
の
に
対
し
て
、
国
務
省
が
こ
れ
に
異
を

唱
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
国
務
省
は
一
九
四
六
年
六
月
二
四
日
付
の
文
書
に
お
い
て
、「
琉
球
諸
島
は
、
日
本
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
、

且
つ
非
軍
事
化
さ
れ
る
諸
小
島
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
示
し
た
。
こ
の
背
後
に
は
、
米
国
が
沖
縄
に
恒
久
基
地
を
設

け
る
こ
と
が
ソ
連
に
挑
発
行
為
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
国
際
協
調
に
支
障
を
来
た
す
と
の
考
慮
が
存
在
し
）
63
（
た
。
四
六
年
六
月
以
降
、
国

務
・
陸
軍
・
海
軍
に
よ
る
三
省
調
整
委
員
会
（
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
に
お
い
て
沖
縄
の
処
遇
に
関
す
る
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
も
の
の
、
国
務
省

と
軍
部
側
の
対
立
は
収
束
せ
ず
、
同
年
一
二
月
に
は
、
沖
縄
に
関
す
る
議
論
は
事
実
上
棚
上
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
）
64
（
た
。
し
た
が
っ
て
、

四
七
年
三
月
に
早
期
対
日
講
和
を
提
唱
し
て
い
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
、
同
年
六
月
に
「
沖
縄
…
…
は
米
国
に
与
え
ら
れ
る
の
が
当
然
」
と

主
張
し
た
こ
と
）
65
（
は
、
あ
く
ま
で
米
軍
部
の
方
針
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
非
軍
事
化
を
目
的
と
す
る
二
大
政
策
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
で
、
日
本
が
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
確
保
す
る
た
め

に
は
、
米
国
が
沖
縄
に
お
け
る
駐
留
を
保
障
占
領
の
枠
内
で
実
施
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
が
米
国
を
中
心
と
す

る
連
合
国
か
ら
「
厳
に
保
障
占
領
の
埒
を
越
え
さ
る
の
保
障
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
っ
た
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
保
障
を
得
る
に
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
。
そ
こ
で
日
本
が
考
案
し
た
の
が
、
連
合
国
と
駐
留
協
定
を
締
結
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
駐
留
協
定
構
想
の
議
論
は
、
二
段
階
か
ら
成
っ
て
い
た
。
第
一
段
階
は
、
講
和
に
伴
う
軍
事
占
領
の
終
了
を
確
認
す

る
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
沖
縄
の
行
政
的
分
離
や
憲
法
第
九
条
制
定
を
受
け
て
日
本
が
最
も
危
惧
し
た
こ
と
は
、
講
和
後
の
保
障

占
領
が
講
和
以
前
の
軍
事
占
領
の
継
続
と
な
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
協
定
締
結
を
目
指
す
こ
の
構
想
に
お
い
て
は
、
講
和
に
伴
い
軍

事
占
領
が
終
了
す
る
こ
と
の
裏
返
し
と
し
て
、
日
本
が
連
合
国
と
条
約
関
係
を
築
け
る
状
態
に
な
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
だ
っ
た
。

　

四
七
年
二
月
付
の
文
書
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
端
的
に
反
映
し
て
い
た
。
外
務
省
は
、
そ
の
中
で
「
平
和
條
約
締
結
後
は
軍
事

占
領
乃
至
管
理
方
式
は
終
了
」
す
る
こ
と
の
確
認
、
つ
ま
り
保
障
占
領
が
「
軍
事
占
領
の
継
続
に
あ
ら
ざ
る
旨
」
を
確
約
す
る
こ
と
の
重

要
性
を
唱
え
）
66
（

た
。

　

同
年
七
月
付
の
文
書
は
、
以
上
の
考
え
を
よ
り
詳
細
に
論
じ
）
67
（
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
が
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
の
命
令
に
従
っ
て
き
た

の
は
、
連
合
国
に
よ
る
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
の
実
施
が
戦
勝
国
と
し
て
の
「
権
利
」
で
あ
り
、
日
本
に
は
「
最
高
司
令
官
に
隷
属
（be 

subject to

）
す
る
」「
義
務
」
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
関
係
は
「
平
和
條
約
の
成
立
と
共
に
全
面
的
に
解
消
」
す
る

た
め
、
以
後
、
日
本
と
連
合
国
は
「
国
家
間
の
條
約
関
係
」
を
築
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
講
和
條
約
の
最
も
重
要
な
意

味
の
一
つ
」
だ
と
理
解
す
る
外
務
省
に
と
っ
て
、
連
合
国
と
の
条
約
関
係
構
築
の
障
害
に
な
る
「
軍
事
占
領
乃
至
管
理
方
式
」
の
継
続
は

何
と
し
て
も
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
確
保
す
る
べ
く
連
合
国
と
駐
留
協
定
を
締
結
す
る
に
は
、
従
来
の
従
属
関
係
を
完
全
に
解
消
し
、
条
約
関

係
が
成
立
し
う
る
状
態
を
作
り
出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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㈡　

保
障
占
領
の
範
囲
の
明
確
化

　

駐
留
協
定
構
想
の
第
二
段
階
は
、
協
定
の
中
で
沖
縄
に
お
け
る
保
障
占
領
の
範
囲
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
連
合
国

と
の
間
に
更
に
詳
細
な
合
意
」
を
形
成
し
、「
占
領
な
い
至
駐
屯
軍
の
権
力
は
右
合
意
の
範
囲
内
」
に
限
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
っ
）
68
（
た
。
む
ろ
ん
、
敗
戦
国
と
い
う
立
場
上
、
日
本
が
「
合
意
」
形
成
に
お
い
て
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
る
可
能
性
は
十
分
あ
り
う
る
。

た
だ
、
保
障
占
領
の
範
囲
を
限
定
し
、
無
制
限
な
主
権
侵
害
を
回
避
す
る
こ
と
が
、
日
本
に
と
っ
て
第
一
義
的
に
重
要
だ
っ
た
。
そ
の
根

底
に
は
、
駐
留
協
定
に
よ
っ
て
「
厳
に
保
障
占
領
の
埒
を
越
え
さ
る
の
保
障
」
を
明
文
化
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
反
し
て
連
合
国
が
沖
縄

に
対
す
る
領
土
主
権
を
管
理
す
る
こ
と
を
防
ぐ
、
と
い
う
論
理
が
存
在
し
た
。
沖
縄
等
、「
連
合
国
側
の
戦
略
的
要
求
の
た
め
や
む
を
得

な
い
地
域
に
つ
い
て
は
何
等
か
の
形
の
国
際
的
地
役
権
を
認
め
る
條
件
を
も
つ
て
我
が
領
土
と
し
て
残
す
」
と
記
さ
れ
た
一
九
四
七
年
二

月
付
の
文
書
）
69
（
は
、
そ
の
よ
う
な
外
務
省
の
政
策
的
考
慮
を
示
し
て
い
た
。
七
月
に
な
っ
て
も
、
沖
縄
が
「
連
合
国
と
し
て
戦
略
的
見
地
か

ら
し
て
必
要
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
必
要
を
充
た
す
ア
レ
ン
ヂ
メ
ン
ト
は
十
分
日
本
政
府
と
の
間
に
行
え
）
70
（

る
」
と
の
見
解
が
明
示
さ
れ
た

こ
と
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
四
七
年
半
ば
ま
で
日
本
政
府
が
こ
の
論
理
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
日
本
の
駐
留
協
定
構
想
に
お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
は
、「
連
合
国
側
の
戦
略
的
要
求
」
を
日
本
の
非
軍

事
化
と
の
関
係
を
軸
に
捉
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
沖
縄
に
お
け
る
「
連
合
国
側
の
戦
略
的
要
求
」
は
、
日
本
を
監
督
す
る
た

め
の
保
障
占
領
の
拠
点
確
保
を
主
要
目
的
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

確
か
に
、
四
七
年
の
前
半
期
に
は
、
冷
戦
の
端
緒
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」（
三
月
一
七
日
）
や
「
マ
ー

シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
」（
六
月
五
日
）
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。「
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
は
、
米
国
が
ギ
リ
シ
ャ
お
よ
び
ト
ル
コ
へ
の

経
済
援
助
を
実
施
す
る
た
め
に
ト
ル
ー
マ
ン
（H

arry S. Trum
an

）
大
統
領
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
外
交
方
針
演
説
で
あ
っ
て
、
ソ
連
へ
の

対
抗
表
明
を
直
接
の
目
的
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
欧
州
全
体
へ
の
経
済
復
興
計
画
で
あ
る
「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
」
は
、
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東
欧
諸
国
の
不
参
加
を
見
越
し
て
立
案
さ
れ
て
お
り
、
ソ
連
に
対
抗
す
る
意
図
が
鮮
明
で
あ
っ
）
71
（
た
。
こ
こ
で
欧
州
分
断
の
構
造
が
誕
生
し

た
こ
と
は
明
白
で
あ
）
72
（

り
、
そ
れ
は
、「
ヤ
ル
タ
体
制
」
に
基
づ
く
国
際
秩
序
に
変
化
が
起
き
始
め
た
こ
と
を
表
し
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
冷
戦
的
環
境
の
占
領
政
策
へ
の
影
響
は
、
想
像
以
上
に
非
直
接
的
で
あ
り
、
か
な
り
の
時
差
を
伴
う
も
の
で

あ
っ
）
73
（
た
」。
事
実
、
日
本
が
感
知
し
う
る
ほ
ど
に
対
日
占
領
政
策
が
変
化
す
る
の
は
、
四
八
年
に
な
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
）
74
（
た
。

ま
た
、
前
述
し
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
る
四
七
年
六
月
の
声
明
に
お
い
て
も
、
国
連
主
体
の
日
本
管
理
構
想
が
提
示
さ
れ
て
い
）
75
（

た
。
そ
こ

に
は
、
講
和
後
日
本
の
管
理
に
つ
い
て
依
然
米
ソ
協
調
が
可
能
で
あ
る
と
の
理
）
76
（
解
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
米
国
政
府
の
見
解
に
加
え
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
政
治
声
明
に
注
目
し
て
い
た
日
本
に
と
っ
て
、
米
ソ
協
調
を
念
頭
に
置
い
た
当
該
声
明
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
推
察

で
き
よ
う
。
外
務
省
は
「
漸
次
世
界
が
二
つ
の
国
家
群
に
分
か
れ
て
対
抗
す
る
様
な
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
）
77
（
る
」
と
の
情
勢
認
識
を
抱
き
つ

つ
も
、
こ
の
時
点
で
自
ら
の
駐
留
協
定
構
想
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
依
然
と
し
て
「
非
軍
事
化
こ
そ
が
日
本
再
建
の
主
要
基
盤
た
る
こ
と
に
つ
い
て
徹
底
し
た
認
）
78
（
識
」
を
抱
く
日
本
は
、「
連
合

国
側
の
戦
略
的
要
求
」
が
「
日
本
か
ら
の
防
衛
」
を
主
要
目
的
に
し
て
い
る
と
す
る
従
来
の
理
解
を
崩
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
外

務
省
は
、
連
合
国
の
「
直
接
の
安
全
に
影
響
あ
る
事
項
」
が
日
本
の
「
武
装
解
除
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
、
連
合
国

が
「
自
己
の
維
持
安
全
の
た
め
に
命
令
を
発
出
す
る
権
利
」
を
行
使
す
る
際
に
伴
う
主
権
制
限
に
限
っ
て
は
、
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い

と
の
見
識
を
披
露
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
保
障
占
領
に
付
随
し
な
い
主
権
制
限
を
防
ぐ
に
は
、
連
合
国
の
権
限
を
限
定
し
て
お
く
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
と
外
務
省
は
考
え
た
た
め
、「
駐
屯
に
関
す
る
協
定
中
」
で
「
駐
屯
軍
が
管
理
的
権
限
を
絶
対
に
有
し
な
い
こ
と
」、「
駐
屯

地
域
、
兵
力
及
び
、
期
間
の
可
及
的
制
限
」、「
駐
屯
軍
及
び
同
所
属
人
員
の
享
有
す
る
特
権
及
び
免
除
の
範
囲
」
を
規
定
し
よ
う
と
試
み

た
の
で
あ
っ
）
79
（
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
当
時
の
日
本
の
駐
留
協
定
構
想
は
、
連
合
国
が
日
本
の
非
軍
事
化
を
最
優
先
課
題
と
し
て
お
り
、
日
本
を
監
督
す
る
た

め
の
拠
点
確
保
を
模
索
し
て
い
る
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
沖
縄
に
お
け
る
連
合
国
の
駐
留
を
位
置
づ
け
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き



戦後日本の沖縄基地問題の起源

175

る
。
外
務
省
が
四
七
年
七
月
二
〇
日
付
の
文
書
で
、
連
合
国
が
日
本
の
「
周
囲
」
に
軍
隊
を
有
す
る
こ
と
、
こ
の
軍
隊
が
「
日
本
に
対
し

是
正
措
置
」
を
と
り
う
る
と
指
摘
し
た
こ
と
）
80
（

は
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
日
本
政
府
が
有
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
た
。

　

し
か
も
そ
の
際
日
本
は
、
講
和
後
沖
縄
が
保
障
占
領
の
中
心
拠
点
に
な
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
。
同
年
一
月
に
、
ボ
ー

ル
（W

illiam
 M
. Ball

）
対
日
理
事
会
英
連
邦
代
表
か
ら
「
日
本
を
連
合
国
の
管
理
委
員
会
で
監
視
し
、
又
沖
縄
等
の
戦
略
的
要
地
に
航

空
基
地
を
設
け
て
置
け
ば
日
本
の
ク
ル
ー
ド
な
統
制
は
出
来
る
こ
と
は
明
か
で
あ
）
81
（

る
」
と
す
る
見
解
を
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

沖
縄
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
重
要
で
あ
る
ほ
ど
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
が
日
本
か
ら
剝
奪
さ
れ
る
可
能
性
は
高
ま
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
駐
留
協
定
で
保
障
占
領
の
範
囲
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
日
本
に
は
不
可
欠

と
な
る
の
で
あ
る
。
連
合
国
が
日
本
に
「
命
令
を
発
出
す
る
権
利
」
を
行
使
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
か
わ
り
に
、
沖
縄
の
「
住
民
に
対

す
る
普
通
の
行
政
即
ち
教
育
、
経
済
、
文
化
等
を
担
当
す
）
82
（

る
」
こ
と
の
「
保
障
」
を
得
る
こ
と
が
、
日
本
に
と
っ
て
は
何
よ
り
重
要
な
の

で
あ
っ
た
。

五　

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
占
領
初
期
の
日
本
は
、
自
身
の
非
軍
事
化
を
講
和
の
た
め
の
最
重
要
課
題
と
し
、
沖
縄
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
な
る

こ
と
を
前
提
に
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
確
保
の
た
め
の
対
策
を
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
の
政
策
構

想
は
、
沖
縄
の
行
政
的
分
離
と
憲
法
第
九
条
制
定
と
い
う
非
軍
事
化
政
策
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
保
障
占
領
に
伴
う
沖

縄
に
お
け
る
主
権
制
限
が
、
領
土
主
権
の
剝
奪
に
繫
が
る
可
能
性
を
想
起
す
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
は
、
連
合
国
と
駐
留
協
定
を
締
結
す

る
こ
と
で
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
確
保
し
よ
う
と
企
図
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
駐
留
協
定
構
想
は
、
ま
ず
軍
事
占
領
の
終
了
を
確

実
に
す
る
こ
と
で
連
合
国
と
条
約
関
係
を
築
く
た
め
の
土
壌
を
作
り
出
し
、
そ
の
上
で
、
協
定
に
よ
っ
て
沖
縄
に
お
け
る
駐
留
軍
の
権
限
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が
保
障
占
領
の
範
囲
を
越
え
な
い
こ
と
を
明
確
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

周
知
の
通
り
、
一
九
四
七
年
半
ば
以
降
に
冷
戦
が
本
格
化
す
る
中
で
、
沖
縄
基
地
の
役
割
は
米
国
に
よ
っ
て
再
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
対
ソ
封
じ
込
め
の
拠
点
と
し
て
の
沖
縄
基
地
で
あ
る
。
米
国
の
冷
戦
戦
略
の
論
理
の
中
で
、
沖
縄
基
地
は
絶
対
的
に
不
可
欠
な
存
在

と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
日
本
が
軍
事
的
脅
威
に
な
ら
ぬ
よ
う
監
督
す
る
た
め
の
役
割
が
、
冷
戦
期
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
沖
縄
基
地
に

期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
ヤ
ル
タ
体
制
」
に
基
づ
く
国
際
秩
序
が
消
滅
し
た
後
も
、
本

稿
で
分
析
し
た
沖
縄
基
地
の
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
は
決
し
て
消
え
ず
に
、
対
ソ
封
じ
込
め
の
機
能
と
並
存
し
て
い
く
の

だ
っ
）
83
（

た
。
沖
縄
基
地
に
異
な
る
国
際
政
治
構
造
を
反
映
し
た
二
つ
の
機
能
が
並
存
す
る
中
で
、
日
本
は
沖
縄
の
基
地
と
領
土
主
権
を
め
ぐ

る
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
）
84
（
る
。

（
1
）  

日
米
の
外
交
文
書
に
お
い
て
は
、「
琉
球
列
島
」「
沖
縄
」「
南
西
諸
島
」
な
ど
様
々
な
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
以
後
、
引

用
部
分
を
除
き
名
称
を
「
沖
縄
」
に
統
一
す
る
。
名
称
の
用
い
方
に
つ
い
て
は
、
我
部
政
明
「
米
統
合
参
謀
本
部
に
お
け
る
沖
縄
保
有
の
検
討
・

決
定
過
程

―
一
九
四
三
年
か
ら
一
九
四
六
年
」『
法
学
研
究
』
第
六
九
巻
七
号
（
一
九
九
六
年
）
七
六
―
七
七
頁
参
照
。

（
2
）  

本
稿
は
、
占
領
初
期
に
お
け
る
政
府
レ
ベ
ル
の
対
応
に
焦
点
を
当
て
た
分
析
を
す
る
こ
と
で
、
今
日
ま
で
続
く
「
沖
縄
基
地
問
題
」
の
原
点
を

探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
戦
後
日
本
の
「
沖
縄
基
地
問
題
」
と
い
う
場
合
、
沖
縄
に
基
地
が
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
政
府
レ

ベ
ル
の
外
交
問
題
の
み
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
沖
縄
に
あ
る
米
軍
基
地
に
関
連
す
る
諸
問
題
が
、
日
米
両
政
府
間
の
外
交
問
題
、
政
府
と
沖
縄
県

の
行
政
問
題
、
沖
縄
県
内
の
政
策
決
定
問
題
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
レ
ベ
ル
ご
と
の
争
点
、
お
よ
び
ア
ク
タ
ー
間

の
対
立
と
妥
協
の
過
程
を
検
証
し
た
も
の
と
し
て
、
上
杉
勇
司
・
昇
亜
美
子
「『
沖
縄
問
題
』
の
構
造

―
三
つ
の
レ
ベ
ル
と
紛
争
解
決
の
視
角

か
ら
の
分
析
」『
国
際
政
治
』
第
一
二
〇
号
（
一
九
九
九
年
）
一
七
〇
―
一
九
四
頁
参
照
。

（
3
）  

奥
脇
直
也
他
編
『
国
際
条
約
集
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
八
三
五
―
八
三
六
頁
。

（
4
）  

外
務
省
は
、
①
講
和
条
約
に
よ
っ
て
交
戦
国
間
の
平
和
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
が
国
際
的
慣
例
で
あ
る
こ
と
、
②
連
合
国
が
枢
軸
諸
国
と
締
結

す
る
講
和
条
約
案
の
起
草
着
手
に
つ
い
て
す
で
に
明
言
し
て
い
た
こ
と
、
③
連
合
国
が
対
日
戦
争
の
「
果
実
」
を
分
配
す
る
た
め
に
は
、
日
本
と
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「
国
際
約
束
」
を
か
わ
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
日
本
と
連
合
国
と
の
間
で
将
来
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
。「
平
和
条
約
締
結
の
方
式
お
よ
び
時
期
に
関
す
る
考
察
」（
一
九
四
五
年
一
〇
月
二
二
日
）『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
準
備

対
策
（
以
下
、
準
備
対
策
）』（
外
務
省
、
二
〇
〇
六
年
）
三
―
一
一
頁
。
四
五
年
一
一
月
に
な
る
と
、
外
務
省
は
省
内
に
「
平
和
条
約
問
題
研
究

幹
事
会
」
を
設
置
し
、
講
和
条
約
締
結
に
向
け
た
準
備
に
本
格
的
に
と
り
か
か
っ
た
。「
平
和
条
約
問
題
研
究
幹
事
会
の
設
置
に
つ
い
て
」（
一
九

四
五
年
一
一
月
二
一
日
）
同
右
、
一
二
頁
。

（
5
）  
奥
脇
他
編
『
国
際
条
約
集
』
八
三
五
―
八
三
六
頁
。

（
6
）  

本
稿
に
お
い
て
「
保
障
占
領
」
と
い
う
場
合
、
戦
時
な
い
し
平
時
に
お
け
る
、
条
約
や
協
定
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
占
領
を
指

す
こ
と
と
す
る
。
講
和
条
約
の
履
行
確
保
を
目
的
と
す
る
平
時
の
保
障
占
領
（
例
え
ば
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
講
和
条
約
締
結
後
の
ラ
イ
ン
地
方
の
占

領
）
は
、
な
ん
ら
か
の
合
意
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
保
障
占
領
に
つ
い
て
は
、
筒
井
若
水
編
『
国
際
法
辞
典
』（
有
斐
閣
、

一
九
九
八
年
）
三
一
三
頁
参
照
。

（
7
）  

奥
脇
他
編
『
国
際
条
約
集
』
八
三
七
頁
。

（
8
）  

例
え
ば
、
沖
縄
返
還
問
題
の
通
史
的
研
究
は
、
冷
戦
下
の
沖
縄
基
地
を
め
ぐ
る
日
本
の
構
想
の
分
析
が
主
で
あ
る
。
河
野
康
子
『
沖
縄
返
還
を

め
ぐ
る
政
治
と
外
交

―
日
米
関
係
史
の
文
脈
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）、
渡
辺
昭
夫
『
戦
後
日
本
の
政
治
と
外
交

―
沖
縄
問
題

を
め
ぐ
る
政
治
過
程
』（
福
村
出
版
、
一
九
七
〇
年
）。

（
9
）  

楠
綾
子
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成

―
日
米
の
構
想
と
そ
の
相
互
作
用
、
一
九
四
三
〜
一
九
五
二
年
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇

〇
九
年
）、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
沖
縄
問
題
の
起
源

―
戦
後
日
米
関
係
に
お
け
る
沖
縄
一
九
四
五
―
一
九
五
二
』（
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
10
）  

柴
山
太
『
日
本
再
軍
備
へ
の
道
一
九
四
五
〜
一
九
五
四
年
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
第
一
章
参
照
。

（
11
）  

冷
戦
期
の
沖
縄
基
地
が
、
対
日
封
じ
込
め
と
対
ソ
封
じ
込
め
と
い
う
二
重
の
基
地
機
能
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、

N
icholas Evan Sarantakes, Keystone; The A

m
erican O

ccupation of O
kinawa and U

.S.- Japanese Relations, 

（Texas A&
M
 U
ni-

versity Press, 2000

）
参
照
。

（
12
）  

奥
脇
他
編
『
国
際
条
約
集
』
八
三
七
頁
。

（
13
）  

欧
州
の
戦
後
処
理
問
題
に
つ
い
て
は
、
細
谷
雄
一
『
戦
後
国
際
秩
序
と
イ
ギ
リ
ス
外
交

―
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
成
一
九
四
五
年
〜
一
九
五

一
年
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）
第
一
章
、
吉
川
宏
「
ヤ
ル
タ
会
談
の
戦
後
処
理
方
式
」『
国
際
政
治
』
第
三
八
号
（
一
九
六
九
年
）
一
三
四
―
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一
四
七
頁
参
照
。

（
14
）  

五
百
旗
頭
真
『
米
国
の
日
本
占
領
政
策
』
下
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
五
年
）
八
〇
―
九
四
頁
、
入
江
昭
『
日
米
戦
争
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
七
八
年
）
第
七
章
参
照
。

（
15
）  
添
谷
芳
秀
「
東
ア
ジ
ア
の
『
ヤ
ル
タ
体
制
』」『
法
学
研
究
』
第
六
四
巻
二
号
（
一
九
九
一
年
）
三
二
―
七
六
頁
参
照
。

（
16
）  
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
沖
縄
問
題
の
起
源
』
第
二
章
、
我
部
「
米
統
合
参
謀
本
部
に
お
け
る
沖
縄
保
有
の
検
討
・
決
定
過
程
」
七
三
―
一
〇
九
頁
、

川
名
晋
史
『
基
地
の
政
治
学

―
戦
後
米
国
の
海
外
基
地
拡
大
政
策
の
起
源
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
第
二
―
三
章
参
照
。

（
17
）  

楠
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成
』
一
四
―
一
五
頁
。

（
18
）  

「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
は
米
国
の
原
案
が
概
ね
採
用
さ
れ
た
（
入
江
『
日
米
戦
争
』
三
〇
四
頁
）。
そ
の
意
味
で
当
該
宣
言
は
、
米
国
の
対
日
方
針

を
反
映
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
19
）  

奥
脇
他
編
『
国
際
条
約
集
』
八
三
六
―
八
三
七
頁
。

（
20
）  

「
降
伏
後
に
お
け
る
米
国
の
初
期
の
対
日
方
針
」（
一
九
四
五
年
九
月
二
二
日
）、
外
務
省
編
『
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書
集
』
第
一
巻

（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
九
年
）
九
一
―
一
〇
八
頁
。

（
21
）  

池
井
優
『
三
訂 

日
本
外
交
史
概
説
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
二
三
四
頁
。 

（
22
）  JSSC9/1 

“Post-W
ar M

ilitary Problem
s w
ith Particular Relation to Air Bases,

” （15 M
arch, 1943

）; CCS 360 

（12 -9 -42

）Sec-
tion 1 ; JCS1942 -45, RG

218.

沖
縄
県
公
文
書
館
（O

kinaw
a Prefectural Archives

）﹇
以
下O

PA

と
略
記
﹈.

（
23
）  

原
貴
美
恵
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
盲
点

―
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
冷
戦
と
「
戦
後
未
解
決
の
諸
問
題
」』（
渓
水
社
、
二
〇
〇
五

年
）
二
五
二
頁
。

（
24
）  

三
省
と
は
国
務
・
陸
軍
・
海
軍
省
を
指
す
。
“The Berlin Conference, Territorial Studies,

” Prepared by the D
epartm

ent of States 
for the M

eetings of the H
eads of G

overnm
ent （6 July, 1945

）. O
PA.

（
25
）  

「
想
定
さ
れ
る
連
合
国
側
平
和
条
約
案
と
我
が
方
希
望
と
の
比
較
検
討
」（
一
九
四
六
年
一
月
二
六
日
）『
準
備
対
策
』
一
六
―
二
一
頁
。

（
26
）  

「
平
和
条
約
締
結
の
方
式
お
よ
び
時
期
に
関
す
る
考
察
」。

（
27
）  

五
百
旗
頭
真
『
日
米
戦
争
と
戦
後
日
本
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）
一
八
七
頁
。

（
28
）  

「
平
和
条
約
締
結
の
方
式
お
よ
び
時
期
に
関
す
る
考
察
」。

（
29
）  

「
想
定
さ
れ
る
連
合
国
側
平
和
条
約
案
と
我
が
方
希
望
と
の
比
較
検
討
」。
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（
30
）  

「
平
和
条
約
締
結
の
方
式
お
よ
び
時
期
に
関
す
る
考
察
」。
後
に
吉
田
茂
も
、
こ
の
当
時
の
外
務
省
当
局
者
の
間
で
は
「
も
し
講
和
後
に
連
合
国

軍
が
日
本
に
残
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
後
に
ド
イ
ツ
が
占
領
さ
れ
た
例
の
如
く
、
平
和
条
約
履
行
確
保
の
た
め
の
保
障
占
領

の
よ
う
な
形
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
観
測
が
多
か
っ
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
。
吉
田
茂
『
回
想
十
年
』
第
三
巻
（
中
公
文
庫
、
一
九
九
九
年
）

一
三
九
頁
。

（
31
）  
米
軍
統
治
下
の
沖
縄
に
つ
い
て
は
、Arnold G. Fisch, M

ilitary G
overnm

ent in the Ryukyu Islands, 1945 -1950, 

（U
niversity Press 

of the Pacific, 2005

）
参
照
。

（
32
）  

『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
五
年
九
月
七
日
。

（
33
）  

「
想
定
さ
れ
る
連
合
国
側
平
和
条
約
案
と
我
が
方
希
望
と
の
比
較
検
討
」。

（
34
）  

「
カ
イ
ロ
宣
言
」（
一
九
四
三
年
一
一
月
二
七
日
）
奥
脇
他
編
『
国
際
条
約
集
』
八
三
六
頁
。

（
35
）  

「
想
定
さ
れ
る
連
合
国
側
平
和
条
約
案
と
我
が
方
希
望
と
の
比
較
検
討
」。

（
36
）  

同
右
。 

（
37
）  

下
田
武
三
『
戦
後
日
本
外
交
の
証
言

―
日
本
は
こ
う
し
て
再
生
し
た
』
上
巻
（
行
政
問
題
研
究
所
、
一
九
八
四
年
）
五
三
頁
。

（
38
）  

「
想
定
さ
れ
る
連
合
国
側
平
和
条
約
案
と
我
が
方
希
望
と
の
比
較
検
討
」。
当
時
の
外
務
省
当
局
者
は
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
逸
脱
す
る
事
項
は
、

い
か
に
敗
戦
国
と
い
え
ど
も
服
従
の
義
務
は
な
い
と
の
考
え
」
を
持
っ
て
い
た
。
下
田
『
戦
後
日
本
外
交
の
証
言
』
上
巻
、
三
〇
頁
。

（
39
）  

「
若
干
の
外
廓
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
関
す
る
覚
書
」（
一
九
四
六
年
一
月
二
九
日
）
外
務
省
外
交
史
料
館
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
（http://gaikokiroku.m

ofa.go.jp/
）、
リ
ー
ル
番
号A

’0121/1.

二
〇
一
三
年
三
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
。

（
40
）  

例
え
ば
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
沖
縄
問
題
の
起
源
』
二
〇
―
二
八
頁
、
我
部
「
米
統
合
参
謀
本
部
に
お
け
る
沖
縄
保
有
の
検
討
・
決
定
過
程
」
九

一
―
一
〇
四
頁
、
宮
里
政
玄
『
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
決
定
過
程
』（
三
一
書
房
、
一
九
八
一
年
）
一
九
六
―
一
九
九
頁
。

（
41
）  JW

PC361/4, 

“Over-All Exam
ination of U.S. Requirem

ents for M
ilitary Bases,

” （25 August 1945

）; CCS360 

（12 -9 -42

） Sec-
tion7; JCS1942 -45, RG

218. O
PA.

（
42
）  JCS570/40 

“Over-All Exam
ination of U.S. Requirem

ents for M
ilitary Bases and Base Rights,

” （25 O
ctober, 1945

）; CCS360 

（12 -9 -42

） Section9; JCS1942 -45, RG
218. O

PA.

（
43
）  JCS570/50 

“Strategic Control by the U
nited States of Certain Pacific Areas,

” （21 January, 1946

）; CCS360 

（12 -9 -42

） Sec-
tion13; JCS1946 -47, RG

218. O
PA. 
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た
だ
し
、
こ
の
米
軍
部
の
構
想
の
背
景
に
「
ヤ
ル
タ
体
制
」
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
国
際
協
調
主
義
的
発
想
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で

あ
る
。
当
該
文
書
は
ま
た
、
米
国
が
沖
縄
を
信
託
統
治
下
に
置
く
こ
と
の
前
提
と
し
て
、
信
託
統
治
協
定
の
当
事
国
の
第
一
順
位
に
米
英
中
ソ
の

四
ケ
国
を
挙
げ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
米
国
が
沖
縄
を
講
和
後
も
管
理
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
国
際
協
調
の
枠
組
み
の
中
で
実
施
す
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

　
　
　

国
際
連
合
に
お
け
る
信
託
統
治
制
度
は
、
国
際
連
盟
の
も
と
で
の
委
任
統
治
制
度
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
信
託
統
治
の
方
式
に
は
通
常

の
信
託
統
治
と
、
該
当
地
域
の
軍
事
的
利
用
を
認
め
る
戦
略
的
信
託
統
治
が
あ
る
。
制
度
上
、
信
託
統
治
地
域
の
統
治
は
信
託
統
治
理
事
会
と
総

会
（
戦
略
的
信
託
統
治
の
実
施
地
域
に
つ
い
て
は
総
会
に
代
わ
っ
て
安
保
理
事
会
）
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
質
的
に
は
施
政
権
者

と
な
る
国
の
意
向
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
沖
縄
基
地
の
軍
事
的
利
用
を
企
図
す
る
米
軍
部
は
、
沖
縄
を
戦
略
的
信
託

統
治
の
も
と
に
置
く
こ
と
が
よ
り
望
ま
し
い
と
結
論
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
国
際
連
合
の
信
託
統
治
に
つ
い
て
は
、
小
野
寺
彰
他
編
『
講
義
国
際

法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
一
九
二
―
一
九
三
頁
、
波
多
野
里
望
・
小
川
芳
彦
編
『
国
際
法
講
義
﹇
新
版
増
補
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八

年
）
一
五
二
―
一
五
三
頁
、
松
井
芳
郎
他
編
『
国
際
法
﹇
第
五
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
七
八
―
七
九
頁
参
照
。

（
44
）  

当
時
民
政
局
は
、
日
本
の
領
土
範
囲
を
規
定
す
る
作
業
に
加
え
、
公
職
追
放
や
早
期
選
挙
の
実
施
準
備
等
を
喫
緊
の
課
題
と
し
て
抱
え
て
い
た
。

増
田
弘
「
公
職
追
放
（
Ｓ
Ｃ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
―
５
５
０
・
５
４
８
）
の
形
成
過
程
」『
国
際
政
治
』
第
八
五
号
（
一
九
八
七
年
）
八
〇
頁
。

（
45
）  

「
日
本
占
領
及
び
管
理
の
た
め
の
連
合
国
最
高
司
令
官
に
対
す
る
降
伏
後
に
お
け
る
初
期
の
基
本
的
指
令
」（
一
九
四
五
年
一
一
月
一
日
）
外
務

省
編
『
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書
集
』
第
一
巻
、
一
一
一
―
一
一
六
頁
。

（
46
）  

“Cessation of Adm
inistrative Authority O

ver Areas O
utside Japan,

” From
 W
hitney to C/S, 

（5 January, 1946

）.

国
立
国
会
図

書
館
憲
政
資
料
室
。

（
47
）  

「
若
干
の
外
廓
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
関
す
る
覚
書
」。

（
48
）  

「
行
政
の
分
離
に
関
す
る
第
一
回
会
談
録
」（
一
九
四
六
年
二
月
一
三
日
）、A

’0121/1

。

（
49
）  

高
野
雄
一
『
日
本
の
領
土
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
年
）
一
九
―
二
〇
頁
。

（
50
）  

「
若
干
の
外
廓
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
関
す
る
覚
書
」。

（
51
）  

鈴
木
九
萬
監
修
『
日
本
外
交
史
26

―
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
』（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）
一
一
五
頁
。
こ
の
当
時
、
条
約
理
論

に
詳
し
い
外
務
省
条
約
局
の
川
上
健
三
が
、
領
土
を
め
ぐ
る
問
題
の
検
討
及
び
報
告
書
の
作
成
を
担
当
し
て
い
た
（
下
田
『
戦
後
日
本
外
交
の
証

言
』
上
巻
、
五
三
頁
）。
川
上
は
ま
た
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
６
７
７
が
「
将
来
の
日
本
領
域
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
重
要
な
拠
り
所



戦後日本の沖縄基地問題の起源

181

と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
（
鈴
木
『
日
本
外
交
史
26
』
一
七
二
頁
）。

（
52
）  

マ
イ
ケ
ル
・
ヨ
シ
ツ
（
宮
里
政
玄
・
草
野
厚
訳
）『
日
本
が
独
立
し
た
日
』（
講
談
社
、
一
九
八
四
年
）
一
八
頁
。

（
53
）  

「
想
定
さ
れ
る
連
合
国
側
平
和
条
約
案
と
我
が
方
希
望
と
の
比
較
検
討
」。

（
54
）  
「
国
籍
問
題
と
平
和
条
約
」（
一
九
四
六
年
一
月
三
一
日
）『
準
備
対
策
』、
五
二
―
五
九
頁
。
当
該
文
書
で
は
、
講
和
に
伴
う
領
土
変
更
の
結
果

生
じ
る
国
籍
の
移
動
の
問
題
が
扱
わ
れ
た
。
外
務
省
は
当
時
、
沖
縄
が
日
本
の
領
土
で
な
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
沖
縄
の
住
民
に
日
本
の
選
挙
権

を
付
与
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
。

（
55
）  

四
六
年
一
月
末
時
点
に
お
い
て
、
米
国
が
沖
縄
等
の
太
平
洋
諸
島
の
信
託
統
治
問
題
に
つ
い
て
未
だ
公
式
声
明
を
発
表
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
米
国
の
同
問
題
に
対
す
る
政
策
を
日
本
が
ど
の
程
度
知
り
得
て
い
た
か
は
史
料
上
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
し
、
翌
二
月
に
入
る
と
、
米

国
内
の
報
道
を
受
け
て
、
沖
縄
を
単
独
の
信
託
統
治
下
に
置
く
方
針
を
米
国
が
有
し
て
い
る
こ
と
が
日
本
国
内
で
も
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
六
年
二
月
五
日
、『
読
売
新
聞
』
一
九
四
六
年
二
月
六
日
）。

（
56
）  

「
交
戦
権
放
棄
と
中
立
」（
一
九
四
六
年
七
月
）、B

’0011/1.

今
日
ま
で
続
く
、「
必
要
最
小
限
の
自
衛
力
を
保
持
す
る
こ
と
は
憲
法
第
九
条
の

禁
止
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
す
る
日
本
政
府
の
憲
法
解
釈
は
、
一
九
五
四
年
の
鳩
山
内
閣
期
か
ら
と
ら
れ
始
め
た
。
憲
法
解
釈
の
変
遷
に
つ

い
て
は
、
中
村
明
『
戦
後
政
治
に
ゆ
れ
た
憲
法
九
条

―
内
閣
法
制
局
の
自
信
と
強
さ
』（
中
央
経
済
社
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
57
）  

四
七
年
半
ば
ま
で
の
日
本
の
自
衛
方
法
の
模
索
に
つ
い
て
は
、
楠
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成
』
一
三
九
―
一
四
二
頁
、
渡
辺
昭
夫

「
講
和
問
題
と
日
本
の
選
択
」
渡
辺
昭
夫
・
宮
里
政
玄
編
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
一
七
―
五
六
頁
参

照
。

（
58
）  

「
平
和
条
約
問
題
研
究
幹
事
会
に
よ
る
第
一
次
研
究
報
告
、
対
日
平
和
條
約
に
於
け
る
政
治
條
項
の
想
定
及
対
処
方
針
（
案
）」（
一
九
四
六
年

五
月
）『
準
備
対
策
』
九
一
―
九
九
頁
。

（
59
）  

同
右
。

（
60
）  

同
右
。

（
61
）  

「
第
一
次
研
究
報
告
、
平
和
條
約
の
内
容
に
関
す
る
原
則
的
方
針
（
案
）」
同
右
、
八
九
―
九
一
頁
。

（
62
）  

「
平
和
條
約
の
連
合
国
案
（
想
定
）
と
我
方
希
望
案
と
の
比
較
検
討
」（
一
九
四
六
年
五
月
）、B

’0008/1

。

（
63
）  SW

N
CC59/1 

“Policy Concerning Trusteeship and O
ther M

ethod of D
isposition of the M

andated and O
ther O

utlying and 
M
inor Islands Form

erly Controlled by Japan,

” （24 June, 1946

）; CCS360
（12 -9 -42

） Section22; JCS1946 -47, RG
218. O

PA.
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（
64
）  

Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
沖
縄
問
題
の
起
源
』
第
四
章
、
宮
里
『
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
決
定
過
程
』
一

九
九
―
二
一
〇
頁
参
照
。

（
65
）  

『
読
売
新
聞
』
一
九
四
七
年
六
月
二
九
日
。

（
66
）  
「
対
日
平
和
條
約
想
定
と
右
に
た
い
す
る
我
方
の
希
望
條
項
大
綱
」（
一
九
四
七
年
二
月
）、B

’0010/3

。

（
67
）  
「
平
和
条
約
締
結
後
に
お
け
る
日
本
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
」（
一
九
四
七
年
七
月
二
六
日
）『
準
備
対
策
』
二
五
四
―
二
六
一
頁
。

（
68
）  
同
右
。

（
69
）  

「
対
日
平
和
條
約
想
定
と
右
に
た
い
す
る
我
方
の
希
望
條
項
大
綱
」。

（
70
）  

「
日
本
の
領
土
問
題
に
関
す
る
一
般
的
考
察
」（
一
九
四
七
年
七
月
八
日
）、B

’0008/2

。

（
71
）  

佐
々
木
卓
也
『
封
じ
込
め
の
形
成
と
変
容

―
ケ
ナ
ン
、
ア
チ
ソ
ン
、
ニ
ッ
ツ
ェ
と
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
冷
戦
戦
略
』（
三
嶺
書
房
、
一
九
九

三
年
）
一
一
五
―
一
二
二
頁
。

（
72
）  

「
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
か
ら
「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
」
に
か
け
て
の
経
緯
と
、
欧
州
分
断
に
つ
い
て
は
、
細
谷
『
戦
後
国
際
秩
序

と
イ
ギ
リ
ス
外
交
』
第
二
章
参
照
。

（
73
）  

五
百
旗
頭
真
「
国
際
環
境
と
日
本
の
選
択
」
有
賀
貞
他
編
『
講
座
国
際
政
治
④
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）
五
頁
。

（
74
）  

外
務
省
は
、
四
八
年
一
月
六
日
に
ロ
イ
ヤ
ル
（Kenneth J. Royall

）
陸
軍
長
官
が
「
極
東
に
お
け
る
全
体
主
義
の
防
壁
と
し
て
の
日
本
の
強

化
」
を
主
張
し
、
米
国
が
「
日
本
自
立
の
た
め
の
対
日
経
済
援
助
政
策
」
を
具
体
化
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、「
重
大
な
政
策
の
変
化
」
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
た
。「
対
日
平
和
問
題
の
現
段
階
と
『
事
実
上
の
平
和
』
の
可
能
性
に
つ
い
て
」（
一
九
四
八
年
六
月
三
〇
日
）『
準
備

対
策
』
三
五
八
頁
。

（
75
）  

『
読
売
新
聞
』
一
九
四
七
年
六
月
二
九
日
。

（
76
）  

米
ソ
協
調
を
前
提
と
し
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
日
本
管
理
構
想
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
武
士
『
戦
後
日
米
関
係
の
形
成

―
講
和
・
安
保
と
冷
戦

後
の
視
点
に
立
っ
て
』（
講
談
社
、
一
九
九
五
年
）
一
六
―
一
九
頁
参
照
。

（
77
）  

「
対
日
平
和
予
備
会
議
の
招
集
と
同
会
議
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
に
つ
い
て
」（
一
九
四
七
年
七
月
一
八
日
）『
準
備
対
策
』
二
三
三
―
二
四
一
頁
。

（
78
）  

「
平
和
条
約
に
対
す
る
日
本
政
府
の
一
般
的
見
解
」（
一
九
四
七
年
六
月
五
日
）
同
右
、
二
〇
一
―
二
〇
四
頁
。

（
79
）  

「
平
和
条
約
締
結
後
に
お
け
る
日
本
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
」。

（
80
）  

「
平
和
条
約
実
施
後
の
管
理
な
い
し
駐
兵
の
問
題
に
関
す
る
一
般
的
意
見
」（
一
九
四
七
年
七
月
二
〇
日
）、B

’0008/2

。
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（
81
）  

「
朝
海
・
マ
ク
マ
ホ
ン
＝
ボ
ー
ル
会
談
（
第
一
回
）」（
一
九
四
七
年
一
月
二
〇
日
）『
準
備
対
策
』
一
六
四
頁
。

（
82
）  

「
日
本
の
領
土
問
題
に
関
す
る
一
般
的
考
察
」。

（
83
）  Sarantakes, Keystone

参
照
。

（
84
）  
二
重
の
基
地
機
能
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
沖
縄
基
地
を
め
ぐ
る
、
冷
戦
下
日
本
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

池
宮
城
　
陽
子
（
い
け
み
や
ぎ　

よ
う
こ
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
国
際
政
治
学
会

専
攻
領
域　
　

日
本
政
治
外
交
史


